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都市計画 

 

   第２１８回埼玉県都市計画審議会の審議結果について 

 
 

平成２４年２月１７日（金）に開催された第２１８回埼玉県都市計画審議会の審議結果に

ついては、以下のとおりです。 

 

（１）議第４９５８号及び議第４９５９号 
         原案どおり可決 

 
 （２）議第４９６０号 

    意見なし 

     

  

 

 
   なお、各議案の概要は、平成２４年２月１０日（金）発表の県政ニュース「第２１８回 

埼玉県都市計画審議会の開催について」を御覧ください。 
 

 

 

 
 

平成２４年２月１７日 

 

お問い合わせ先 

埼玉県 都市整備部 都市計画課 総務担当 西村、石井 

ダイヤルイン 048-830-5335 代表 048-824-2111 内線 5335 

E-mail: a5330@pref.saitama.lg.jp 

 

 



2/4 

           第２１８回 埼玉県都市計画審議会 案件一覧表 
 

議案番号          議   案   名           市町村  決定権者 
４９５８  羽生都市計画道路の変更について            羽生市       県 

４９５９  行田都市計画公園の変更について          行田市      県 

４９６０  埼玉県景観計画の変更について         圏央道以北高速道路  県 
                             沿線区域の１２市町 

 

 

別記 

【議案名】 

議第４９５８号  羽生都市計画道路の変更について（県決定） 

 

［議案概要］ 

 羽生市の都市計画道路３・４・２号南部幹線、３・４・２１号小松通線及び３・

４・２２号公園通線を次のように変更するものです。 

 

 ３・４・２号南部幹線 

  ・起終点を移動し、延長を約４，４００ｍから約５，７４０ｍに変更する。 

  ・幅員を１６ｍから２２ｍに変更する。 

  ・名称を３・３・２号南部幹線に変更する。 

  ・車線の数を４と決定する。 

 

 ３・４・２１号小松通線 

  ・幅員を１６ｍから１４．５ｍに変更する。 

  ・名称を３・５・２１号小松通線に変更する。 

  ・車線の数を２と決定する。 

 

 ３・４・２２号公園通線 

  ・一部区間の幅員を変更する。 

  ・車線の数を２と決定する。 
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［意見書の有無］ 

 無 

 

［問い合わせ先］ 

 都市整備部 都市計画課 施設計画担当 

       直通番号 ０４８－８３０－５３４３ 

 

【議案名】 

議第４９５９号  行田都市計画公園の変更について（県決定） 

 

［議案概要］ 

 行田市の都市計画公園５・５・０１号水城公園及び５・５・０２号行田市総合

公園を次のように変更するものです。 

 

５・５・０１号 水城公園 

  ・面積を約１８．３ｈａから約１５．４ｈａに変更する。 

 

５・５・０２号 行田市総合公園 

  ・面積を約１６．９ｈａから約２０．６ｈａに変更する。 

 

［意見書の有無］ 

無 

 

［問い合わせ先］ 

都市整備部 公園スタジアム課 公園計画・事業担当 

  直通番号 ０４８－８３０－５４０１ 
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【議案名】 

議第４９６０号  埼玉県景観計画の変更について 

 

［議案概要］ 

県では、平成２３年９月１日に「圏央道以北地域の産業地誘導に関する基

本的考え方」を策定し、県北の産業振興を目的とした産業地誘導を図ってい

くこととなりました。 

 産業地誘導に伴い、地域景観に調和しない建築物等を抑止するために、新

たに圏央道以北高速道路沿線区域を設定し、当該区域の届出対象行為を変更

するものです。 

 

変更対象区域（圏央道以北高速道路沿線区域の１２市町） 

{加須市、本庄市、東松山市、羽生市、深谷市、久喜市、滑川町、嵐山町、 

小川町、美里町、上里町、寄居町}の用途地域が定められていない区域。た

だし、圏央道沿線区域は除く。 

 

変更内容（届出対象行為） 

建築物：高さ１５ｍ超又は建築面積１，０００㎡超→建築面積２００㎡超 

                     （一戸建て専用住宅を除く） 

工作物：高さ１５ｍ超→高さ１０ｍ超 

 

［経過］ 

 ・景観審議会へ素案報告：Ｈ２３．５．１７    

 ・住民説明：Ｈ２３．１１．１５～Ｈ２３．１１．３０    

 ・関係各市町長への意見照会：Ｈ２３．１２．７    

 

［問い合わせ先］ 

都市整備部 田園都市づくり課 景観・屋外広告物担当 

直通番号 ０４８－８３０－５３６７ 


